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１　業務名
ごみ収集運搬業務委託料積算方法検討業務

２　業務場所
　　　西尾市環境部ごみ減量課（西尾市浄化センター内）

３　業務の背景
ごみ収集運搬業務委託料の積算については、人件費、燃料費及び修繕費等の上昇をはじめ、人口動向やごみ収集量、ごみステーション数の変動等に伴い、見直しを求める事業者からの強い要望がある中で職員もその対応に苦慮しているため、委託料の妥当性について、専門家等の意見も踏まえて検討を要する段階にある。
また、契約の公平性及び透明性の確保や、業務の安定的・効率的な実施の観点等においても、積算方法を多角的に検討し、適正な委託料を導き出す必要性がある。

４　業務の目的
ごみ収集運搬業務委託料の経費の内訳を精査するとともに、客観的かつ合理的な積算方法を検討、構築することにより委託料の適正化及び業務委託契約事務の合理化を図る。

５　業務期間
契約の締結日から令和９年３月１９日まで

６　業務の内容
⑴　原価計算手法の検討支援
1 西尾市（以下「発注者」という。）から提供を受けたデータを基にして、委託料積算システム（積算ツール）を作成するために必要な原価計算手法の提案を行う。
2 原価計算手法は、人件費や車両関係の固定費・変動費、その他費用（事業者の利益）、ごみ収集量、ごみステーション数、ごみ収集車（塵芥車）移動距離、人口、経済動向など、どのような項目（要素）を、どのように委託料に反映すべきか考え方を整理した上で、提案を実施する。また、収集ごみが塵芥車１台当たりの業務量に満たない場合においても、適正な委託料が積算できるものであること。
3 原価計算手法の検討にあたっては、原価の発生状況や現状の委託料に基づく収支状況等について収集業者にヒアリングを１回以上実施することを含む。また、委託料積算システム（積算ツール）案を作成した後において、収集業者に対してマーケット・サウンディング（意向）調査を１回以上実施し、必要に応じて、原価計算手法の見直しを実施することを含む。
4 原価計算手法の提案に当たっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号）第４条第５号の「委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること」との規定を十分尊重すること。また、将来的な人口減少やごみ減量施策が進んだ場合においても安定したごみ収集を遂行できるよう配慮すること。これは、将来的に、人口減少またはごみ量減少等によって委託料の減額を検討する必要が生じる反面、委託料の減額によって円滑な業務遂行に支障が生じることがないよう考慮することを意味する。なお、将来人口推計は、発注者が算出したものを使用する。

⑵　委託料積算システム（積算ツール）の作成支援
委託料積算システム（積算ツール）は、ごみ収集運搬業務委託料と収集ごみ１トンあたりの処理原価が算定できる計算シートのことをいい、この委託料積算システム（積算ツール）の作成支援を行う。作成に当たっては、操作が容易なものとなるように配慮するとともに操作説明書を作成すること。

⑶　業務報告書の作成
委託料の積算方法、収集ごみ１トンあたりの処理原価及び委託料積算システム（積算ツール）の作成過程においてドラフト（原案）を作成し、発注者の確認の上、それらを業務報告書として作成する。

７　業務実績及び資格者等要件
1 　業務の受注事業者（以下「受注者」という。）は、本業務を遂行するため、担当者のうち少なくとも１名は公認会計士の資格を有し、管理会計や原価計算に関する専門知識を有するとともに地方公共団体における予算業務、決算業務、これら類似業務のいずれかの実績を有する者を配置できる者であること。
なお、受注者は、公認会計士の資格を証する合格証明書等の写しを添付するものと　　する。
また、公認会計士は、請負人と直接的かつ参加申込書提出日前３か月以上の雇用関係にあり、それを確認するための書類を添付するものとする。

2 　一般廃棄物会計基準（改訂）に基づく財務書類の作成業務の実績を有する者を配置できる者であること。

８　協議及び打合せ
　　受注者は、業務の背景、目的、内容を十分理解し、適正な業務の遂行を図るため、手戻りのないように留意し、業務の開始及び主要な区切りにおいて随時協議、打合せを行い、その打合せ記録をその都度発注者に提出して相互に確認するものとする。
　　また、業務実施に当たって受注者及び発注者は十分な連絡をとり、その連絡事項についても同様に記録し確認するものとする。
なお、協議、打合せは適宜実施するものとする。

９　疑義の協議
本仕様書に定めのない事項その他業務に関する疑義が生じた場合は、速やかに受注者と発注者が協議して決定する。

10　中立性の堅持
受注者は、常に中立性を堅持し、本業務を遂行しなければならない。

11　秘密の保持
　　受注者は、業務の遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。契約終了後、契約解除等の場合も同様とする。

12　法令等の遵守
　　受注者は、本業務の遂行にあたり、関係する法令等を遵守しなければならない。

13　費用の負担
　　業務の遂行等に伴う費用は、本仕様書に記載のないものであっても、原則として受注者の負担とする。

14　損害賠償
　　本業務の遂行中に受注者が第三者に損害を与えた場合は、直ちにその状況及び内容を発注者へ連絡し、発注者の指示に従うものとする。その際の損害賠償の責任は、受注者が負うものとする。

15　資料の貸与
　　本業務の実施にあたり、必要な資料の収集、調査等は受注者が行うが、発注者が保有する資料、図面等については貸与する。受注者は、貸与を受けた資料等のリストを提出し、業務完了後、速やかに返却すること。なお、資料の目的外での使用を禁止する。

[bookmark: OLE_LINK9]16　成果品（業務報告書）の審査
⑴　受注者は、成果品の作成及び編集方法等について、あらかじめ発注者と協議の上、作成すること。その際、訂正を指示された場合は訂正すること。

⑵　納品前に成果品の審査を受け、審査に合格後、納品書とともに完了期限までに納品すること。

⑶　業務完了後において、明らかに受注者の責に伴う業務瑕疵が発見された場合、受注者は直ちに当該業務の訂正を行わなければならない。

17　成果品（業務報告書）の引渡し
　　成果品（業務報告書）の審査合格後、成果品一式を納品し、発注者の検査員の検査をもって業務の完了とする。

18　成果品等の帰属
　　成果品等及び作業工程において作成された資料等に対する一切の権利は、発注者に帰属するものとする。

19　再委託の禁止
　　受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、一部かつ業務の主要な部分を除き、あらかじめ発注者の文書による承諾を得た場合は、この限りではない。

20　提出書類
⑴　着手時
1 着手届
2 工程表
3 担当者一覧（任意様式）
4 業務計画書（任意様式）

⑵　完了時
1 完了届
2 納品書
3 請求書

21　成果品
⑴　成果品
ア　業務報告書
　　　イ　上記電子データ一式
⑵　提出場所
西尾市環境部ごみ減量課（西尾市浄化センター内）

⑶　提出期限
令和９年３月１９日

22　関係法令等
⑴　「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和45年法律第137号）
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⑵　一般廃棄物処理事業に係る経理の適正化について」（環廃第110号）

23　その他
⑴　受注者は、業務の内容に関して、発注者の担当部署以外の第三者に対して説明を行う責任を負わないこと。

⑵　受注者は、業務遂行のために発注者から提供された情報が真実かつ正確であるとの前提に基づいて業務を遂行するものであり、当該情報の真実性及び正確性について検証する義務を負わないものとする。
